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一連
番号

事件名 違反行為の概要
納付命令
対象者数

課徴金額
(万円）

納付
命令日

1

ＪＸ日鉱日石エネル
ギー㈱ほか2名に対す
る件
平成11（判）第7号

防衛庁調達実施本部が指名競争入札の方法により発注す
る自動車ガソリン，灯油，軽油，Ａ重油及び航空タービン
燃料について，共同して，油種ごとに受注予定者を決定
し，受注予定者が受注できるようにしていた。

3 448,460 23.2.16

2

国土交通省関東地方
整備局が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第26号

国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札等の
方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注
する橋梁の新設工事について，共同して，受注予定者を決
定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

7 44,256 23.3.1

3

国土交通省近畿地方
整備局が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第27号

国土交通省が近畿地方整備局において一般競争入札等の
方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注
する橋梁の新設工事について，共同して，受注予定者を決
定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

7 116,410 23.3.1

4

福島県が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第28号

福島県が条件付き一般競争入札等の方法によりプレスト
レスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事
について，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が
受注できるようにしていた。

6 8,846 23.3.1

5

山梨県が峡東地域を
施工場所として発注
する土木一式工事の
入札参加業者に対す
る件
平成23年（措）第1号

　塩山地区特定土木一式工事について，共同して，受注予
定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

25 52,680 23.4.15

6

山梨県が峡東地域を
施工場所として発注
する土木一式工事の
入札参加業者に対す
る件
平成23年（措）第2号

　石和地区特定土木一式工事について，共同して，受注予
定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

12 23,002 23.4.15

7

エアセパレートガス
の製造業者及び販売
業者に対する件
平成23年（措）第3号

　特定エアセパレートガスの販売価格について，現行価格
より１０パーセントを目安に引き上げることを合意してい
た。

4 1,410,485 23.5.26

8

国土交通省関東地方
整備局が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第26号

　国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札等の
方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注
する橋梁の新設工事について，共同して，受注予定者を決
定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

9 48,689 23.6.15

9

国土交通省近畿地方
整備局が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第27号

　国土交通省が近畿地方整備局において一般競争入札等の
方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注
する橋梁の新設工事について，共同して，受注予定者を決
定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

7 143,073 23.6.15
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10

福島県が発注するプ
レストレスト・コン
クリートによる橋梁
の新設工事の入札参
加業者に対する件
平成16（判）第28号

　福島県が条件付き一般競争入札等の方法によりプレスト
レスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事
について，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が
受注できるようにしていた。

6 16,532 23.6.15

12
ＬＰガス容器の製造
業者らに対する件

　鋼材等の購入価格の変動に対応して特定ＬＰガス容器の
需要者向け販売価格の改定を行う旨を合意していた。

4 149,022 23.6.24

13
ＶＶＦケーブルの製
造業者及び販売業者
に対する件

　特定ＶＶＦケーブルの販売価格を決定していく旨を合意
していた。

9 622,286 23.7.22

14

茨城県境土地改良事
務所が発注する土木
一式工事の入札参加
業者らに対する件

　茨城県が境土地改良事務所において発注する特定土木一
式工事について，共同して，受注予定者を決定し，受注予
定者が受注できるようにしていた。

42 14,886 23.8.4

15

茨城県境工事事務所
が発注する舗装工事
の入札参加業者らに
対する件

　茨城県が境工事事務所において発注する特定舗装工事に
ついて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受
注できるようにしていた。

14 2,594 23.8.4

16

茨城県境工事事務所
が発注する土木一式
工事の入札参加業者
らに対する件

　茨城県が境工事事務所において発注する特定土木一式工
事について，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者
が受注できるようにしていた。

33 11,747 23.8.4

17
石川県が発注する土
木一式工事の入札参
加業者に対する件

　石川県が発注する特定土木一式工事について，共同し
て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるように
していた。

51 44,782 23.10.6

18

石川県輪島市が発注
する土木一式工事の
入札参加業者に対す
る件

　石川県輪島市が発注する特定土木一式工事について，共
同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるよ
うにしていた。

21 22,223 23.10.6

11
㈱山陽マルナカに対

する件

　取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者（以下
「特定納入業者」という。）に対して，次の行為を行って
いた。
①　新規開店等に際し，これらを実施する店舗に商品を納
入する特定納入業者に対し，当該特定納入業者が納入する
商品以外の商品を含む当該店舗の商品について，商品の移
動等の作業を行わせるため，その従業員等を派遣させてい
た。
②　新規開店等に際し，特定納入業者の納入する商品の販
売促進効果等の利益がないなどにもかかわらず，金銭を提
供させていた。
③　自社の食品課が取り扱っている商品（以下「食品課商
品」という。）のうち，自社が独自に定めた販売期限を経
過したものについて，当該食品課商品を納入した特定納入
業者に対し，当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がな
いなどにもかかわらず，返品していた。
④　食品課商品又は自社の日配品課が取り扱っている商品
のうち，全面改装に伴う在庫整理等を理由として割引販売
を行うこととしたものについて，これらの商品を納入した
特定納入業者に対し，当該特定納入業者の責めに帰すべき
事由がないにもかかわらず，当該割引販売において割引し
た額に相当する額等を，当該特定納入業者に支払うべき代
金の額から減じていた。
⑤　クリスマス関連商品の販売に際し，仕入担当者から，
懇親会において申込用紙を配付し最低購入数量を示した上
でその場で注文するよう指示するなどの方法により，クリ
スマス関連商品を購入させていた。

1 22,216 23.6.22



3

一連
番号

事件名 違反行為の概要
納付命令
対象者数

課徴金額
(万円）

納付
命令日

19
日本トイザらス㈱に
対する件

  取引上の地位が自社に対して劣っていた特定の納入業者
（以下「特定納入業者」という。）に対して，次の行為を
行っていた。
①　売上不振商品等（売行きが悪く在庫となった商品，販
売期間中に売れ残ったことにより在庫となった季節品等を
いう。以下同じ。）を納入した特定納入業者に対し，当該
売上不振商品等について当該特定納入業者の責めに帰すべ
き事由がないなどにもかかわらず，当該売上不振商品等を
返品していた。
②　自社が割引販売を行うこととした売上不振商品等を納
入した特定納入業者に対し，当該売上不振商品等について
当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわ
らず，当該割引販売における自社の割引予定額に相当する
額の一部又は全部を，当該特定納入業者に支払うべき代金
の額から減じていた。

1 36,908 23.12.13

20
ＬＰガス供給機器の
製造業者に対する件

　特定ＬＰガス供給機器の販売価格について，現行の販売
価格より１０パーセント程度引き上げることを合意してい
た。

3 87,521 23.12.20

21
新潟市等に所在する
タクシー事業者に対
する件

　新潟交通圏における特定タクシー運賃を新自動認可運賃
における一定の運賃区分とする旨等を合意していた。

25 23,175 23.12.21

（合計） 290 3,349,793

(注1)　旧法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み，旧法に基づき審判手続に移行した課徴金納付命令を除く。
(注2)　上記1は，課徴金の納付を命ずる審決である。
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